
令和２年４月 茅ヶ崎市自治基本条例逐条解説の一部改訂の概要 

 

１ 平成２７年国勢調査による最新の人口推計に更新 

（人口見通し） 

 

２ 引用法令等の改正に対応 

（第５条、１１条、１４条、１９条関係） 

 

３ 市民参加の方法一覧を修正 

 (1) 市民討議会の追加 

 (2) 市長への手紙削除（平成３１年１月に「わたしの提案」に統一） 

（第１６条関係） 

 

４ コミュニティに関する規定の見直しに対応 

※平成３０年度４月公表「平成２９年度 自治基本条例に係る本市の取組」参照 

（第３条、４条、６条、２５条、２６条、２７条関係） 

 

５ その他時点修正等 

（第１８条、２２条関係） 

 

６ 関係条例集に茅ヶ崎市公文書等管理条例を追加 


